
1 

男鹿市規則第２号 

 

男鹿市単独運行バス条例施行規則の一部を改正する規則 

男鹿市単独運行バス条例施行規則（平成２２年男鹿市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（運行範囲）  

第２条 条例第３条第１項の規則で定める運行範囲は、次
のとおりとする。 

 

路線名 始点 主な経由地点 終点 

五里合線 中石 五里合公民館、
浦田、脇本第一
小学校、脇本駅 

男鹿みなと市
民病院 

男鹿中線 浜間口 中間口、男鹿中
公民館、開、馬
生目、羽立駅 

男鹿みなと市
民病院 

潟西線 五明光 野石、若美支
所、小深見、船
越駅 

スーパーセン
ターアマノ男
鹿店 

入道崎線 入道崎 西黒沢 湯本 

加茂線 加茂青砂 桜島 男鹿水族館 

安全寺線 安全寺 西水口、真山、
北陽小学校、 

ニコット男鹿
北浦店 
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改正後 改正前 

男鹿南線 門前 椿、男鹿海洋高
校、芦沢、男鹿
駅 

男鹿みなと市
民病院 

船越線 船越駅 船越小学校、脇
本駅、市役所 

男鹿みなと市
民病院 

男鹿北線 男鹿水族館 男鹿温泉、北
浦、羽立駅、男

鹿駅 

男鹿みなと市
民病院 

船川循環線 男鹿みなと市
民病院 

脇本駅 船越駅 

脇本船越循環
線 

船越駅 脇本駅、船越
駅、脇本駅 

男鹿みなと市
民病院 

 

第３条～第12条 （略） 第２条～第11条 （略） 

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第４条関係） 

 （略）  （略） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 


